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編
集
後
記 

議
会
は
、
九
月
議
会
に
お
い
て
、

「
平
成
十
九
年
五
條
市
議
会
第
二

回
六
月
定
例
会
の
一
般
質
問
に
対

す
る
市
長
の
答
弁
の
虚
偽
疑
惑
に

関
す
る
事
項
」
と
「
吉
野
市
長
の

公
職
選
挙
法
違
反
疑
惑
に
関
す
る

事
項
」
を
調
査
し
て
い
た
『
市
長

の
答
弁
虚
偽
疑
惑
及
び
公
職
選
挙

法
違
反
疑
惑
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会
』
委
員
長
か
ら
提
出
さ
れ

た
、
吉
野
市
長
の
虚
偽
の
陳
述
に

対
す
る
告
発
に
つ
い
て
、
始
め
に
、

調
査
特
別
委
員
会
副
委
員
長
か
ら

詳
細
な
趣
旨
説
明
が
あ
り
、
討
論

を
省
略
し
て
採
決
を
行
い
、
賛
成

多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。 

調
査
特
別
委
員
会
は
、
平
成
二

十
年
九
月
二
十
三
日
に
調
査
を
完

了
し
、
結
果
、
議
長
に
対
し
告
発

申
出
書
を
提
出
し
、
吉
野
市
長
が

地
方
自
治
法
第
百
条
第
七
項
に
規

定
す
る
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
も
の

と
し
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
告
発
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て

議
決
を
求
め
、
採
決
の
結
果
、
賛

成
十
八
、
反
対
二
で
、
告
発
は
可

決
さ
れ
ま
し
た
。 

議
決
の
結
果
を
踏
ま
え
、
議
会

は
告
発
状
を
作
成
し
、
平
成
二
十

年
十
月
三
日
に
奈
良
地
方
検
察
庁

検
事
正
あ
て
、
議
長
か
ら
の
提
出

を
完
了
し
ま
し
た
。 

吉
野
市
長
に
対
す
る
告
発
の
罪

状
は
『
地
方
自
治
法
違
反
』
、
罰

状
は
『
地
方
自
治
法
第
百
条
第
七

項
（
虚
偽
の
陳
述
）
』
で
す
。 

議
会
は
、
九
月
定
例
会
最
終

日
の
九
月
二
十
五
日
、
吉
野
市

長
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
を
、

十
二
対
八
の
賛
成
多
数
で
可
決

し
ま
し
た
。 

こ
れ
は
、
こ
の
間
の
、
消
防

庁
舎
建
設
問
題
、
岡
中
継
施
設

築
造
工
事
、
幼
稚
園
及
び
保
育

所
の
統
廃
合
、
例
の
な
い
百
条

委
員
会
に
お
け
る
偽
証
の
告
発
、

消
防
長
の
問
題
発
言
等
、
市
長

と
し
て
の
基
本
的
な
資
質
の
欠

如
に
加
え
て
、
地
方
自
治
制
度

に
対
す
る
無
理
解
な
ど
、
市
長

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
欠
如
が

指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
提

案
理
由
の
趣
旨
説
明
、
反
対
討
論
、

賛
成
討
論
の
の
ち
、
起
立
採
決

の
結
果
、
こ
の
辞
職
勧
告
決
議

案
は
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

反
対
討
論
は
、
吉
野
市
長
の

虚
偽
の
陳
述
に
対
す
る
告
発
が

賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
今
後
、
司
法
の
手
に

よ
り
市
長
の
発
言
が
偽
証
で
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
の
で
、
そ
の
結
果
を
待
つ
べ
き

で
あ
り
、
今
出
さ
れ
た
辞
職
勧

告
決
議
は
拙
速
で
あ
り
、
直
ち

に
態
度
を
決
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

賛
成
討
論
は
、
吉
野
市
長
就

任
以
降
の
市
長
の
行
政
運
営
に

強
い
懸
念
を
抱
き
、
議
会
の
存

在
意
義
に
つ
い
て
憲
法
の
精
神

を
理
解
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に

決
議
案
の
と
お
り
で
あ
り
、
む

し
ろ
遅
き
に
失
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。 

吉
野
市
長
に
関
し
て
は
、
本

年
三
月
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た

予
算
審
査
特
別
委
員
会
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
『
月

刊
奈
良
』
の
本
年
二
月
号
の
対

談
記
事
の
中
で
、
「
現
状
で
は

議
会
と
の
対
決
は
解
決
の
道
が

な
い
。
変
化
を
求
め
な
い
議
会
。

五
條
市
に
は
、
理
屈
で
い
え
な

い
異
常
な
部
分
が
あ
る
。
こ
れ

も
わ
が
ま
ち
の
姿
で
す
。
そ
う

い
う
形
で
や
っ
て
き
て
、
五
二

〇
億
の
負
債
を
抱
え
る
結
果
に

な
っ
た
。
」
「
議
会
の
体
質
を

変
え
る
た
め
に
、
市
議
会
選
挙

が
先
決
と
堂
々
と
主
張
し
た
い
。」

と
あ
り
、
そ
の
雑
誌
を
各
議
員

に
届
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
行
為
を
見
る
限
り
、
辞
職
勧

告
も
無
理
が
な
い
と
語
る
人
も

い
ま
す
。 

消
防
長
に
本
会
議
等
へ
の 

出
席
停
止
を
命
じ
ま
し
た 

 

九
月
定
例
会
初
日
の
八
日
、
議

会
は
、
鶴
田
　
剛
消
防
長
の
本
会

議
へ
の
出
席
を
求
め
な
い
こ
と
を

通
告
し
、
退
席
を
求
め
ま
し
た
。 

こ
れ
は
、
先
の
六
月
定
例
会
中

の
二
十
五
日
、
五
條
市
消
友
会
総

会
時
に
お
け
る
消
防
長
の
あ
い
さ

つ
の
中
で
、
議
員
か
ら
の
一
般
質

問
を
取
り
上
げ
、
極
め
て
不
適
切

な
発
言
が
あ
っ
た
と
し
て
、
二
十

七
日
の
本
会
議
で
、
議
員
か
ら
緊

急
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

消
防
長
の
陳
謝
と
任
命
責
任
者

で
あ
る
市
長
か
ら
謝
罪
発
言
が
あ

っ
た
も
の
の
、
公
人
と
し
て
の
消

防
長
の
発
言
の
内
容
が
、
議
会
に

お
け
る
議
員
の
「
発
言
自
由
の
原

則
」
を
制
限
し
か
ね
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
議
員
全
員
協
議

会
に
も
諮
り
、
六
月
定
例
会
終
了

後
、
文
書
に
よ
る
謝
罪
を
求
め
た

と
こ
ろ
、
消
防
長
か
ら
は
、
「
本

会
議
で
謝
罪
を
し
た
の
で
、
更
に

謝
罪
文
を
提
出
す
る
意
思
は
あ
り

ま
せ
ん
」
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し

た
。 議

員
全
員
協
議
会
は
、
こ
れ
を
、

議
会
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
て
、
再
度
提
出
要
求
を
し
ま
し

た
が
、
文
書
で
提
出
し
な
い
旨
の

回
答
が
あ
り
、
結
果
、
九
月
一
日

に
開
催
し
た
議
会
運
営
委
員
会
に

お
い
て
協
議
し
、
消
防
長
に
対
し

て
は
、
議
会
へ
の
出
席
を
求
め
な

い
こ
と
と
し
て
、
議
長
か
ら
、
地

方
自
治
法
第
百
四
条
の
規
定
に
よ

り
退
席
を
求
め
ま
し
た
。 

こ
の
度
「
市
議
会
だ
よ
り
Ｇ
Ｏ

Ｊ
Ｏ
」
第
36
号
発
刊
の
運
び
と
な

り
ま
し
た
。 

議
会
活
動
の
状
況
を
広
く
市
民

に
伝
え
、
市
民
の
声
を
市
行
政
に

反
映
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

市
民
は
各
々
自
分
の
意
見
、
要

望
が
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

議
員
も
各
々
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

行
政
は
こ
れ
を
、
だ
れ
が
見
て
も

公
平
な
視
点
で
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

現
在
、
全
国
的
に
み
て
も
地
方

財
政
は
疲
弊
し
て
お
り
、
五
條
市

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

五
條
市
に
お
い
て
も
財
政
改
革

を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
を
進
め
る
と
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
の
は
必

定
で
す
。
だ
れ
も
が
望
む
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

現
在
理
事
者
と
議
会
の
摩
擦
が

露
呈
し
て
お
り
ま
す
。 

理
事
者
側
の
財
政
改
革
の
発
想

自
体
は
良
と
す
べ
き
で
す
が
、
余

り
に
も
独
善
的
で
あ
る
た
め
、
市
民
、

議
会
に
十
分
な
る
説
明
責
任
が
な

さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
況
で
あ
る

が
た
め
で
す
。
ま
し
て
公
人
の
発

言
は
、
地
球
よ
り
も
重
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
「
言
っ
た
」
「
言

わ
な
い
」
等
の
個
人
の
会
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

市
民
各
位
の
福
利
向
上
の
た
め
、

皆
さ
ま
か
ら
の
御
意
見
、
御
叱
責

を
あ
お
ぎ
な
が
ら
発
刊
に
努
め
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 
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吉野市長に対する辞職勧告決議 

吉
野
晴
夫
市
長
を 

吉
野
晴
夫
市
長
に
対
し
辞
職
勧
告
決
議
を
可
決

吉
野
晴
夫
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長
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し
辞
職
勧
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決
議
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可
決 

吉
野
晴
夫
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対
し
辞
職
勧
告
決
議
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可
決

吉
野
晴
夫
市
長
に
対
し
辞
職
勧
告
決
議
を
可
決 

吉
野
晴
夫
市
長
に
対
し
辞
職
勧
告
決
議
を
可
決 

昨年４月２２日に吉野市政が誕生し、就任後初となる平成１９年
第２回６月定例会以来、５度の市議会定例会と２度の臨時会を経て、
現在、６度目の市議会定例会中であるが、この間の様々な時と場
所における吉野市長の言動は、市政の混乱に拍車をかけている。 
その要因として、以下列挙する。 
まずは、無責任な政治姿勢である。 
消防庁舎建設予定地の見直しを表明し、今日まで結論を持ち越

したままであること、現在は休止とされているが、岡中継施設築造
工事の突然の工事中止の決定、幼稚園及び保育所の統廃合に
対する保護者や市民への無責任な対応、さらには、今定例会で偽
証の告発を、大多数の議員の賛成により議決されたことなど、全く
無責任な政治姿勢であると言わざるを得ず、五條市政を預かる最
高責任者としては、リーダーシップの欠如を指摘するものである。 
次に、地方自治制度に対する理解不足である。 
地方自治体の意思は、最終的に市民の代表者たる議会によっ

て決定され、執行機関である市長により事務執行が進められる。こ
の両者はもともと役割が異なるものであり、市長が自らの職務を円
滑に進めようとするならば、議会敵視という姿勢はありえないはずで
あるが、これまでの市長の議会軽視の姿勢、さらには無用に議員を
敵視し混乱を助長するかのような行為を見る限り、議会と市長のそ
れぞれの役割など、基本的な地方自治制度に全く無理解であると
疑わざるを得ない。 
以上、述べたとおり、吉野市長は、行政の最高執行責任者として

の基本的な資質が著しく欠如しており、自ら率先して市政の混乱
に拍車をかけてさえいる。 
よって、五條市議会は、これまでの市政運営のあり方について極
めて重大な危機感を募らせており、一刻も早く市民の市政に対す
る信頼を回復することが必要であることを強く認識するものである。 
吉野市長は、市政運営の最高責任者として、自らの失態につい

て強く反省され、自らの責任と意思により市長の職を辞することを勧
告するものである。 
以上、決議する。 
　平成２０年９月２５日　　　　　　　　　　　五 條 市 議 会 

告
発 


